
【例２-１】技能実習生の場合

・３月３１日に、技能実習（仕事）が終わりました。

・４月１０日に、「技能実習」のビザが終わりました。

・４月１１日に、ビザが「短期滞在」になりました。

＊特別定額給付金（¥100,000）は、もらえません😢

・５月２０日に、日本のルールが変わりました。

・５月２１日に、入管で「特定活動」の申し込みをしました。

・５月２９日に、ビザが「特定活動（６月,  仕事NO ）」になりました。

・市役所で、特別定額給付金の申し込みをします。

→特別定額給付金（¥100,000）がもらえます！😃
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ビザを「短期滞在」から「特定活動」に変えると、¥100,000 がもらえます。
VISA たんきたいざい とくていかつどう か

VISA か とうきょうにゅうかん がつ にち ゆうびん おく ほか にゅうかんにゅうかん い

《ビザを変えるとき》●東京入管：７月３１日までは郵便で送ります。 ■他の入管：入管に行きます。
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